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政令指定都市移行県市連絡会議設置規約(案) 

 

 

（設置） 

第１条 熊本県（以下「県」という。）と熊本市（以下「市」という。）は、市の政令指定都市移

行に伴う県から市への事務権限移譲に関する協議調整その他必要事項に係る連絡調整、情報交

換等を行い、市の政令指定都市移行を円滑に進めるため、政令指定都市移行県市連絡会議（以

下「連絡会議」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 連絡会議は、別表第１に掲げる県市それぞれの関係職員をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第３条  連絡会議に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は構成する関係職員の互選によりこ 

れを定める。 

２ 会長は、連絡会議を主宰し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（連絡会議） 

第４条  連絡会議は、必要に応じ会長が招集する。 

（幹事会） 

第５条  連絡会議に付議する事項について、あらかじめ協議調整するため、連絡会議に幹事会を 

置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる県市それぞれの関係職員をもって組織し、必要に応じ構成する

者の協議によって開催する。 

３ 幹事会は、必要に応じてその構成員以外の者に幹事会への出席を求めることができる。 

（ワーキンググループ） 

第６条  幹事会は、幹事会の調整、検討事項に関係する課の職員をもって構成するワーキンググ 

ループを置くことができる。 

２ ワーキンググループは、幹事会の調査、検討事項に関し、資料収集及び調査研究等を行う。 

（分科会） 

第７条 連絡会議の事務権限移譲に関する協議調整等に係る各部門ごとの詳細を協議し、また、

事務の引継ぎを円滑に進めるため、連絡会議に分科会を置く。 

２ 分科会は別表第３に掲げる部門ごとに組織し、運営その他必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第８条 連絡会議の庶務は、熊本県総務部市町村総室及び熊本市企画財政局政令指定都市推進室

において処理する。 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、県市間で協議して 

定める。 

 

   附 則 

 この規約は、平成２１年１０月２７日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

 
熊本県 熊本市 

総合政策局長 

総務部長 

地域振興部長 

健康福祉部長 

環境生活部長 

商工観光労働部長 

農林水産部長 

土木部長 

教育長 

総務局長 

企画財政局長 

市民生活局長 

健康福祉局長 

子ども未来局長 

環境保全局長 

経済振興局長 

都市建設局長 

消防局長 

上下水道事業管理者 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２(第５条関係) 

 
熊本県 熊本市 

市町村総室長 

人事課長 

財政課長 

政令指定都市推進室長 

行政経営課長 

人事課長 

財政課長 

 

 

 

 

 

別表第３（第７条関係） 

 

総務分科会 

地域振興分科会 

健康福祉分科会 

環境生活分科会 

商工観光労働分科会 

農林水産分科会 

土木分科会 

教育分科会 
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政令指定都市移行県市連絡会議体制（案）

政令指定都市移行県市連絡会議

<主な協議項目>
○県から市への事務権限移譲に関する協議
　（移譲事務権限の確認、事務権限移譲に伴う県市間の調整等）
○県から市への事務権限移譲に伴う財務に関する協議
　（県債償還金の取扱い、県単独助成事業の取扱い、宝くじ販売収益金の配分、事務権限移譲
  に伴う財政支援等）
○その他
　（事務権限移譲に伴う人的支援、県有財産の譲渡・使用許可、その他政令指定都市移行に関
し必要な事項）

総合政策局長
総務部長

地域振興部長
健康福祉部長
環境生活部長

商工観光労働部長
農林水産部長

土木部長
教育長

総務局長
企画財政局長
市民生活局長
健康福祉局長

子ども未来局長
環境保全局長
経済振興局長
都市建設局長

消防局長
上下水道事業管理者

教育長

◎連絡会議
　 政令指定都市移行に関する県から市への事務権限移譲など必要事項の協議

市町村総室 政令指定都市推進室

○連絡会議の庶務

総務分科会
地域振興分科会
健康福祉分科会
環境生活分科会

商工観光労働分科会
農林水産分科会

土木分科会
教育分科会

◎分科会
　 担当課・部局レベルでの協議の場

市町村総室長
人事課長
財政課長

（必要に応じて関係課長）

政令指定都市推進室長
行政経営課長

人事課長
財政課長

（必要に応じて関係課長）

◎幹事会
　 分科会での協議未了事項の調整、連絡会議へ付議・報告する事項の協議・調整
　（県市の窓口、実質協議の場）

○ワーキンググループ
　 幹事会の調査、検討事項に関する資料収集、調査研究等
　 ※幹事会の調査、検討事項に関係する課の職員で組織

県 熊本市

担当課 担当課
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度

平
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年
度

平
成

２
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年
度

平
成

２
４

年
度

事
務

権
限

移
譲

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
案

）

総 務 大 臣 告 示

　 熊 本 市 と 植 木 町 ・

　 城 南 町 と の 合 併

　
　

総
務

省
事

前
協

議
総 務 大 臣 へ の

要 望

閣 議 決 定

政 令 公 布

総
務
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本

協
議
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平
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２
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年

４
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日

 県 市 連 絡 会 議 設 置

県
市

間
協

議
（

お
お

む
ね

１
年

）

基 本 協 定 締 結

　
事

務
引

継
準

備

市 議 会 で の 政

令 指 定 都 市 に

関 す る 意 見 書

の 議 決

県 議 会 で の 政

令 指 定 都 市 に

関 す る 意 見 書

の 議 決

事 務 引 継 書 調 印

県 議 会 で の 廃 置 分 合 議

決
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■
　
事

務
権

限
移

譲
の

協
議

対
象

と
な
る
主

な
事

務

○
　
特

定
非

営
利

活
動

法
人

の
設

立
及

び
定

款
変

更
の

認
証

に
関

す
る
事

務
（
総

務
）

○
　
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

認
定

、
支

給
等

に
関

す
る
事

務
（
健

康
福

祉
）

○
　
旅

券
（
パ

ス
ポ
ー
ト
）
の

申
請

受
付

・
交

付
等

に
関

す
る
事

務
（
商

工
観

光
労

働
）

○
　
農

地
転

用
の

許
可

等
に
関

す
る
事

務
（
農

林
水

産
）

○
　
都

市
公

園
の

管
理

、
改

築
、
修

繕
等

に
関

す
る
事

務
（
土

木
）

法
令

上
、
政

令
指

定
都

市
が

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

法
令

必
須

内
　
　
　
　
　
　
　
容

法
令

任
意

法
令

上
、
政

令
指

定
都

市
が

行
う
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
事

務

○
　
地

方
精

神
保

健
福

祉
審

議
会

の
設

置
（
健

康
福

祉
）

○
　
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
、
知

的
障

害
者

更
生

相
談

所
の

設
置

に
関

す
る
事

務
（
健

康
福

祉
）

○
　
中

心
市

街
地

活
性

化
に
関

す
る
事

務
（
商

工
観

光
労

働
）

○
　
一

級
河

川
（
指

定
区

間
内

）
及

び
二

級
河

川
の

管
理

等
に
関

す
る
事

務
（
土

木
）

移
譲

区
分

○
　
地

方
公

務
員

災
害

補
償

基
金

に
関

す
る
事

務
（
総

務
）

○
　
精

神
保

健
福

祉
セ
ン
タ
ー
の

設
置

に
関

す
る
事

務
（
健

康
福

祉
）

○
　
発

達
障

害
者

支
援

に
関

す
る
事

務
（
健

康
福

祉
）

○
　
特

定
周

辺
整

備
地

区
の

指
定

等
に
関

す
る
事

務
（
環

境
生

活
）

○
　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

に
関

す
る
事

務
（
商

工
観

光
労

働
）

○
　
卸

売
市

場
に
関

す
る
事

務
（
農

林
水

産
）

○
　
道

路
（
国

・
県

道
）
の

路
線

認
定

、
新

築
・
改

築
、
維

持
・
管

理
等

に
関

す
る
事

務
（
土

木
）

○
　
公

共
土

木
施

設
（
河

川
、
砂

防
整

備
、
道

路
、
下

水
道

、
公

園
）
災

害
復

旧
に
関

す
る
事

務
（
土

木
）

○
　
県

費
負

担
教

職
員

の
任

免
及

び
給

与
の

決
定

に
関

す
る
事

務
（
教

育
）

○
　
文

化
財

保
護

法
に
規

定
す
る
届

出
の

受
理

等
に
関

す
る
事

務
（
教

育
）

要
綱

・
通

知
等

国
の

要
綱

・
通

知
等

で
政

令
指

定
都

市
が

行
う
こ
と
、
も
し
く
は

行
う
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
事

務

○
　
大

規
模

土
地

取
引

に
係

る
事

前
指

導
に
関

す
る
事

務
（
地

域
振

興
）

○
　
療

育
手

帳
の

交
付

に
関

す
る
事

務
（
健

康
福

祉
）

○
　
精

神
保

健
医

療
費

の
支

給
認

定
等

に
関

す
る
事

務
（
健

康
福

祉
）

○
　
連

続
立

体
交

差
に
関

す
る
事

務
（
土

木
）

事
務

処
理

特
例

条
例

等
法

令
、
条

例
等

に
よ
り
県

が
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
、
政

令
指

定
都

市
が

実
施

す
る
こ
と
が

可
能

と
考

え
ら
れ

る
事

務
（
市

へ
の

移
譲

の
際

は
「
熊

本
県

知
事

の
権

限
に
属

す
る
事

務
処

理
の

特
例

に
関

す
る
条

例
」
で
規

定
さ
れ

る
必

要
が

あ
る
も
の

）
、
法

令
で
実

施
主

体
に
つ
い
て
の

明
確

な
区

分
が

な
い
も
の

等
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